
　 　 　 　

 設　　　計　　　書
令　　和　　６　　年　　度　　　　業　　務　　委　　託

仕　　　様　　　書

1 資源化センター樹木管理除草業務委託

2 川越市大字鯨井７８２番地３

3 円 （但し、委託価格 円）

4 円 （但し、委託価格 円）

円

5 委託大要、起工・変更理由

委 託 変 更

の 大 要
委 託 の

大 要

起 工 理 由
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例第３１条により緑地の適正管理を行うため、敷地内の緑地に繁殖した雑草を
除去するものである。

機械除草（肩掛式）　　：　　４，５２０㎡　　　　機械除草（ハンドガイド＋肩掛）　　：　　６，９２０㎡
機械刈込（芝地）芝刈機　　：　　２１，７２０㎡　　　人力除草　　　：　　２２１㎡
除草剤散布　　：　　１４，４８０㎡　　　樹木薬剤散布　　：　　５３本　　　高中木軽剪定　　：　　５３本

変 更 理 由

所
長

副
課
長

変 更 実 施 額

差 引 増 額

課
長

委 託 名

委 託 場 所

実 施 額

設
計

校
合

リ
ー

ダ
ー

川　　越　　市



本委託費

除草工・薬剤散布工

機械除草 肩掛 4,520 ㎡

機械除草 ﾊﾝﾄﾞガイド＋肩掛 6,920 ㎡

機械刈込 芝生 芝刈機（ハンドガイド） 21,720 ㎡

人力除草 221 ㎡

除草剤散布 芝生地 14,480 ㎡

樹木薬剤散布 殺菌剤有 幹周３０㎝未満 7 本

幹周３０㎝以上６０㎝未満 21 本

幹周６０㎝以上９０㎝未満 12 本

幹周９０㎝以上 13 本

高中木軽剪定 落葉広葉樹 幹周１５㎝以上３０㎝未満 7 本

幹周３０㎝以上６０㎝未満 21 本

摘　　　要

本　　　　　　委　　　　　　託　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　書

費　　目 工　　種 種　　別 細　別 規　　格 数 量 単位 単価 金　　額

川　　越　　市



幹周６０㎝以上９０㎝未満 12 本

幹周９０㎝以上１２０㎝未満 8 本

幹周１２０㎝以上１５０㎝未満 3 本

幹周１５０㎝以上 2 本

直接委託費

共通仮設費 1 式

純委託費

現場管理費 1 式

委託原価

一般管理費等 1 式

委託価格

消費税等の額 1 式

実施額

金　　額 摘　　　要

本　　　　　　委　　　　　　託　　　　　　内　　　　　　訳　　　　　　書

費　　目 工　　種 種　　別 細　別 規　　格 数　量 単位 単価

川　　越　　市



 

 

 

 

 

 
 

資源化センター樹木管理除草業務委託 

 

仕様書 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川    越    市 

環境部 環境施設課 資源化センター 

 

 



１．目  的 

ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例第３１条により緑地の適正管理を行うた

め、資源化センター敷地内の緑地に繁殖した雑草の除去及び付帯作業を行う

ものである。 

 

２．業務対象箇所 

川越市大字鯨井７８２番地３ 

図面参照 

３．委託期間 

契約日から令和７年２月２８日まで 

 

４．委託内容 

・機械除草（肩掛式） 

１，９３０㎡×２回＝ ３，８６０㎡  実施予定月６，１０月 

３３０㎡×２回＝６６０㎡  実施予定月６，１０月 

・機械除草（ハンドガイド＋肩掛） 

３，４６０㎡×２回＝６，９２０㎡  実施予定月６，１０月 

・機械刈込（芝地）芝刈機 

７，２４０㎡×３回＝２１，７２０㎡  実施予定月６，８，１０月 

・人力除草 

１１０．５㎡×２回＝２２１㎡  実施予定月６，１０月 

・除草剤散布 

７，２４０㎡×２回＝１４，４８０㎡  実施予定月６，１０月 

・樹木薬剤散布 ５３本  実施予定月１０月 

・高中木軽剪定 ５３本  実施予定月１０月 

 

  ※日程については、発注者担当と協議して決める。 

 

５．支払い方法 

  完了払い 

 

６．法律、規則等の遵守 

  受注者は、発注者の契約諸規定に従うとともに、関係諸法令等を遵守しな

ければならない。 

 



７．実施計画書等の提出 

受注者は、業務着手前に以下の書類を指定様式により発注者へ提出すること。 

（１）委託業務実施計画書 

（２）管理技術者等通知書 

（３）業務従事者名簿（施設の防犯上必要なため） 

（４）その他、指定あるもの。 

 

８．責任者の指定 

受注者は、業務着手前に業務連絡の中心となる責任者を指定し、発注者に報

告する。 

 

９．資格要件 

１級又は２級造園施工管理技士と、１級又は２級造園技能士の両方の資格を

有するものを、管理技術者として業務に配置すること。 

 

10．実施基準 

（１）現場の状況を確認し、安全かつ効率的に除草作業が出来るよう準備する

こと。 

（２）受注従事者の災害については、全責任をもって措置すること。また、除

草作業の実施に当たっては、事故防止に努め、第三者に危害が及ばない

よう努めること。 

（３）受注従事者には、十分な作業及び安全の教育を行うこと。 

（４）除去した雑草は、資源化センター熱回収施設に搬入すること。 

（５）資源化センター施設搬入時の処理手数料は免除とする。 

   川越市廃棄物処理施設における搬入許可基準を順守し、搬入車両はトラ

ック２トン車、搬入時間は資源化センターの搬入受付時間以内とする。 

   時間 （午前） ８時４０分から１１時５０分 

      （午後）１２時４５分から１６時００分 

      （土曜・日曜・祝日を除く） 

 

11．負担区分 

（１）下記（２）、に定める物品を除き、業務に要する機械器具、材料、用

具及びこれらを用いるのに必要な検査、燃料等は、受注者の負担とす

る。 

（２）業務に使用する上水道、電気料金については発注者の負担とする。但

し、無駄の無いように十分注意して使用すること。 

 



12．実施報告書の提出 

受注者は、以下の報告書を提出すること。 

（１）実施工程表 

（２）委託業務実施報告書（指定様式） 

除草作業完了後、（３）の報告書と同時に提出する。 

（３）除草作業報告書 

・出来高書類 

出来高書類を提出すること。詳細については添付「出来高書類等作成

要領」を参考に準じて作成のこと。 

・作業日報 

作業実施日の作業内容等について日報を提出すること。 

・写真 

除草作業における工程写真を提出すること。詳細については添付「委

託業務写真撮影要領」を参照し準じて作成のこと。 

・計量票兼領収書 

 処分時の計量票兼領収書を提出すること。 

（４）その他指定のあるもの。 

 

13. その他事項 

（１）本仕様書に規定されていない事項については、両者で協議の上実施する

こと。 

（２）受注者は、施設管理担当者が交付又は使用を許可した情報に限らず、本

件請負業務を履行するにあたり知り得た情報について、本契約の目的以

外に使用または第三者に開示もしくは漏洩等してはならない。 

（３）受注者は、業務を遂行するに当たり、建物、樹木及び構造物（柵等）等

に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は発注者の責に帰

する場合を除き、その賠償の責を負うこと。 

（４）受注者は、作業の完成に先立ち、速やかに不用物を整理し、適切に処分

するものとする。 

（５）受注者は、業務の実施に当たり委託者と十分な打ち合せの上行い、その

指示に従うこと。 

（６）発注者が環境配慮に取り組んでいることを踏まえ、委託業務にあたって

は、環境に配慮するよう努めること。 

（７）受注者は、市の施設の敷地内では禁煙すること。また、「路上喫煙の防

止に関する条例」に基づき、路上喫煙をしないように努めること。 

（８）受注者は、委託業務の遂行にあたり施設利用者等の利用を妨げないよう、

また、不快を抱かせないよう言動等に十分注意するものとする。 

 



（９）この契約の締結後に、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）等の改正

により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を

何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払う

ものとする。ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置

が優先して適用される。 

（10）本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委

託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、

川越市の承諾を得る必要がある。 

（11）この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の

状況に応じ、業務の性質上当然必要なことは、ここに記載されていない

細部の事項についても誠意をもって行うこと。 














